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「
お
口
の
健
康
」
に
つ
い
て
の
講
演

会
を
開
催
し
ま
す

脳
若
が
え
り
塾（
認
知
症
予
防
教
室
）

を
開
催
し
ま
す

☆
9
月
19
日
㊌

☆
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

☆
た
な
べ
る
2
階
「
大
会
議
室
」

☆
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
体
験
し
た
歯

科
医
師
だ
か
ら
こ
そ
伝
え
る
こ
と
が
で

　
「
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
」
は
、
頭
・
指

先
を
使
い
、
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
認

上
級
救
命
講
習
会
の
受
講
者
を
募
集

し
ま
す

☆
☆
９
月
８
日
㊏　

９
時
〜
17
時
頃

☆
田
辺
消
防
署
３
階
「
講
堂
」

☆
中
学
生
以
上
の
方

☆
20
名
程
度
﹇
先
着
﹈

☆
筆
記
用
具

■
服
装　

動
き
や
す
い
服
装

☆
８
月
31
日
㊎
ま
で
に
、
下
記
へ
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他　

事
前
学
習
と
し
て
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
救
命

講
習
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
ほ
ん
（
本
）
の
ひ
と
と
き　

自
分

の
た
め
の
読
書
タ
イ
ム
」
を
開
催
し

ま
す

　

普
段
、
家
事
や
育
児
・
仕
事
等
で
な

か
な
か
自
分
の
時
間
が
取
れ
な
い
方

へ
。
ち
ょ
っ
と
一
息
、
自
分
の
た
め
の

読
書
タ
イ
ム
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。
お

子
さ
ん
は
別
室
で
お
預
か
り
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

☆
☆
9
月
4
日
㊋　

10
時
〜
12
時

☆
た
な
べ
る

☆
子
育
て
中
の
保
護
者
の
方

☆
10
組
﹇
先
着
﹈

☆
8
月
16
日
㊍
か
ら
、
左
記
へ
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
一
時
保
育

は
未
就
学
児
ま
で
、
無
料
で
す
。）

☆
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
３
６

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
を
開

催
し
ま
す

　

２
０
１
９
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
や
、

そ
れ
に
伴
う
記
帳
方
法
の
変
更
等
の
説

明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

☆
☆
◇
9
月
6
日
㊍　
13
時
30
分
〜
15
時

◇
９
月
12
日
㊌　

 

13
時
30
分
〜
15
時

30
分

☆
田
辺
商
工
会
議
所
３
階
「
会
議
室
」

☆
50
名
程
度
﹇
先
着
﹈

☆
8
月
28
日
㊋
ま
で
に
、
田
辺
商
工
会

議
所
若
し
く
は
田
辺
納
税
協
会
へ
電
話

又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
無
料
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
◇
田
辺
商
工
会
議
所

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
５
０
６
４

☆
０
７
３
９
（
２
５
）
２
７
８
３

◇
田
辺
納
税
協
会

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
０
９
４
０

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
８
９
５
０

◇
田
辺
税
務
署

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
１
２
５
０

☆
市
消
防
本
部 

警
防
課

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
０
１
１
９

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/shoubo/index.htm
l

き
る
「
お
口
の
健
康
」
の
大
切
さ
、
そ

し
て
日
頃
か
ら
心
掛
け
る
「
お
口
の
ケ

ア
」
を
、
こ
の
機
会
に
是
非
学
ん
で
み

ま
せ
ん
か
？

◇
演
題　
「
お
口
の
健
康
が
命
を
守
る

〜
災
害
現
場
の
体
験
を
通
し
て
歯
科
医

師
が
伝
え
る
こ
と
〜
」

◇
講
師　

足
立 

了
平 

さ
ん
（
神
戸
常

磐
大
学
短
期
大
学
部
口
腔
保
健
学
科
教

授
・
同
大
学
付
属
と
き
わ
病
院
歯
科
口

腔
外
科
部
長
）

☆
市
に
住
民
票
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方

☆
１
０
０
名
﹇
先
着
﹈

☆
8
月
13
日
㊊
〜
9
月
13
日
㊍
に
、
左

記
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
や
す
ら
ぎ
対
策
課 

高
齢
福
祉
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
１
０

知
症
予
防
に
取
り
組
み
ま
す
。
み
ん
な

で
楽
し
く
脳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
始
め

て
み
ま
せ
ん
か
？

☆
９
月
28
日
〜
12
月
14
日
の
毎
週
㊎

（
全
11
回
）

※
10
月
４
日
、
11
月
15
日
は
㊍

☆
13
時
〜
15
時

☆
龍
神
市
民
セ
ン
タ
ー

☆
◇
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン

◇
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
に
よ
る
「
認
知

症
の
理
解
と
予
防
に
つ
い
て
」
の
お
話

と
相
談

◇
簡
単
な
テ
ス
ト

◇
毎
日
の
取
組
（
脳
ト
レ
ド
リ
ル
等
）

◇
健
康
講
座　

等

☆
市
に
住
民
票
が
あ
る
65
歳
以
上
の
方

で
、
11
回
通
し
て
参
加
可
能
な
方

☆
12
名
﹇
先
着
﹈

☆
筆
記
用
具
・
眼
鏡
（
必
要
な
方
）

☆
８
月
13
日
㊊
〜
９
月
21
日
㊎
に
、
左

記
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
龍
神
行
政
局 

住
民
福
祉
課

☎
０
７
３
９
（
７
８
）
０
８
２
０

田
辺
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の

会
の
会
員
を
募
集
し
ま
す

　

田
辺
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の

会
で
は
、
一
緒
に
活
動
し
て
い
た
だ
け

る
仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

田
辺
の
素
晴
ら
し
さ
を
広
く
紹
介
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
市
街
地
ウ
ォ
ー
ク

ガ
イ
ド
、
田
辺
市
観
光
セ
ン
タ
ー
内
で

の
案
内
業
務
、
自
主
企
画
の
ウ
ォ
ー
ク

（
田
辺
祭
お
宿
巡
り
、
梅
林
ウ
ォ
ー
ク
、

再
発
見
田
辺
ウ
ォ
ー
ク
）
等
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

募
集
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、
９

月
か
ら
研
修
を
始
め
ま
す
の
で
、
是

非
、
8
月
31
日
㊎
ま
で
に
ご
応
募
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
田
辺
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

☎
０
７
３
９
（
２
５
）
４
９
１
９

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

　

左
記
の
土
地
を
、
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
売
却
し
ま
す
。

■
所
在　

上
野
字
洞
１
０
９
４
―

2　

雑
種
地　

１
５
５
６
㎡

■
最
低
落
札
価
格　

２
１
０
万
円

☆
9
月
20
日
㊍
ま
で
に
、
申
込
書
に
必

要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
左
記
へ
直
接

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
左
記
で

配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
取
得
で
き
ま
す
。

■
入
札
日
時　

9
月
25
日
㊋　
13
時
30
分

■
入
札
会
場　

庁
舎
別
館
３
階
「
大
会

議
室
」

☆
◇
農
業
振
興
課 

農
政
係
（
庁
舎
別

館
２
階
）

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
０

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/nougyou/index.htm
l

◇
各
行
政
局 

産
業
建
設
課
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ペ
ー
ジ
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農
作
物
鳥
獣
害
防
止
対
策
事
業
（
防

護
柵
設
置
）を
一
部
補
助
し
ま
す【
２

次
募
集
】

☆
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
へ
の
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
農
作
物
鳥
獣
害

防
止
対
策
事
業
（
防
護
柵
設
置
）
を
実

施
す
る
農
林
業
従
事
者
等
に
対
し
、
資

材
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

☆
市
在
住
の
方
が
農
地
に
防
護
柵
及
び

防
護
ネ
ッ
ト
を
設
置
す
る
場
合
の
資
材

費
（
労
務
費
は
除
く
。）

※
防
鳥
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
園
地
全

体
を
覆
う
も
の
に
限
る
。

※
交
付
決
定
前
に
着
手
す
る
と
事
業
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

※
年
間
で
１
人
１
申
請
の
み
と
な
り
ま

す
。（
対
象
事
業
費
範
囲
内
で
の
複
数

箇
所
の
申
請
は
可
）

■
補
助
金
額　

事
業
費
（
資
材
費
）
の

２
分
の
１
以
内

◇
事
業
費
上
限
30
万
円
〜
下
限
3
万
円

（
補
助
金
額
15
万
円
〜
1
万
5
０
０
０

円
）

◇
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
用
1
ｍ
当
た
り

８
０
０
円
以
内
（
補
助
金
額
４
０
０
円

以
内
）

◇
サ
ル
用
1
ｍ
当
た
り
２
５
０
０
円
以

内
（
補
助
金
額
１
２
５
０
円
以
内
）

◇
防
鳥
ネ
ッ
ト
10
ａ
当
た
り

5
万
４
０
０
０
円
以
内
（
補
助
金
額

2
万
７
０
０
０
円
以
内
）

■
そ
の
他　

原
則
と
し
て
５
年
以
上
の

使
用
に
耐
え
る
も
の

☆
９
月
４
日
㊋
〜
10
月
31
日
㊌
に
、
申

請
書
類
を
左
記
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
類
は
、
左
記
で
配
布
し

て
い
ま
す
。

※
予
算
の
上
限
に
達
し
た
場
合
は
受
付

を
終
了
し
ま
す
。

☆
◇
農
業
振
興
課 

農
政
係
（
庁
舎
別

み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
補
助
金
の
２

次
募
集
を
し
ま
す

【
施
設
整
備
補
助
（
ハ
ー
ド
事
業
）】

■
補
助
対
象
事
業　

４
月
１
日
〜
平
成

31
年
３
月
31
日
に
民
間
が
所
有
す
る
用

地
に
公
共
性
の
高
い
施
設
等
を
整
備
す

る
事
業

■
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
４
分

の
３
以
内
（
上
限
１
０
０
万
円
）

【
事
業
実
施
補
助
（
ソ
フ
ト
事
業
）】

■
補
助
対
象
事
業　

４
月
１
日
〜
平
成

31
年
３
月
31
日
に
実
施
す
る
公
益
に
寄

与
す
る
地
域
づ
く
り
事
業

■
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
上
限
50
万
円
）

【
共
通
要
項
】

☆
市
内
で
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
、

市
民
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
団
体

☆
8
月
1
日
㊌
〜
31
日
㊎
に
、
所
定
の

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
下
記

へ
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

下
記
で
配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

　

補
助
対
象
と
な
ら
な
い
団
体
・
事
業
・

経
費
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
下
記
へ

館
２
階
）

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
０

◇
各
行
政
局
産
業
建
設
課
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ペ
ー
ジ
参
照

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
◇
自
治
振
興
課 

市
民
活
動
係
（
本

庁
舎
３
階
）

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
１

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/jichi/index.htm
l

◇
各
行
政
局 

総
務
課

19
ペ
ー
ジ
参
照
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広告 1 枠 広告 1 枠

障
害
者
（
児
）
の
方
、
扶
養
し
て
い

る
方
へ
の
手
当
制
度
に
つ
い
て

　

下
記
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

手当の種類 対象 支給額（月額）

特別障害者
手当

　在宅で重度の重複障害（国民年金法における
1 級の障害が重複する程度等）により、日常生
活で常時特別の介護を必要とする 20 歳以上の
方。（医療機関に継続して 3 か月を超えて入院
している方は対象外。）所得制限あり。

2 万 6,940 円

障害児福祉
手当

　在宅で重度の障害（身体障害者手帳 1 級程度
等）により、日常生活において常時介護を必要
とする 20 歳未満の方。所得制限あり。

1 万 4,650 円

特別児童
扶養手当

　在宅で身体や知的又は精神が中程度以上の障
害の状態にある 20 歳未満の児童を養育してい
る方。所得制限あり。

1 級 :5 万 1,700 円
2 級 :3 万 4,430 円

は
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉
課

（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
へ
8
月
31
日
㊎
ま
で

に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
事

前
に
案
内
し
ま
す
。）

　

提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
8
月
分
以
降

の
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☆
障
害
福
祉
室（
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

『
里
親
』
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

里
親
と
は
、
様
々
な
事
情
に
よ
っ
て

家
庭
で
暮
ら
せ
な
い
子
供
た
ち
を
、
温

か
い
愛
情
と
理
解
を
持
っ
て
育
て
て
く

だ
さ
る
方
の
こ
と
で
す
。
18
歳
ま
で
の
子

供
を
育
て
る
養
育
里
親
の
ほ
か
、
週
末

や
月
1
回
の
里
親
、
夏
休
み
等
長
期
休

み
の
季
節
里
親
が
あ
り
ま
す
。「
里
親
支

援
セ
ン
タ
ー 

ほ
っ
と
」
で
は
、
里
親
に

つ
い
て
の
説
明
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
、『
里
親
』
に
つ
い
て
知
っ
て
く

だ
さ
い
。ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
里
親
相
談
会
】

☆
9
月
5
日
㊌
、
9
日
㊐

☆
10
時
〜
12
時

☆
上
富
田
文
化
会
館
1
階
「
会
議
室
」

（
上
富
田
町
朝
来
７
５
８
―

1
）

☆
各
日
程
の
1
週
間
前
ま
で
に
、
左
記
へ
電

話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー 

ほ
っ
と

☎
０
７
３
９
（
３
４
）
２
７
３
５

☆
０
７
３
９
（
４
７
）
６
６
４
５

事
業
者
用
分
別
指
定
袋
の
取
扱
い
を

行
い
ま
す

  

10
月
〜
平
成
31
年
３
月
末
ま
で
の
６

か
月
分
の
事
業
者
用
分
別
指
定
袋
購
入

申
請
の
取
扱
い
を
行
い
ま
す
。
購
入
に

は
、事
業
者
本
人
又
は
代
理
人
の
方
が
、

ご
み
処
理
手
数
料
を
お
持
ち
の
上
、
取

扱
場
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
購
入
で
き
る
ご
み
袋
の
セ
ッ
ト
数

①
燃
え
る
ご
み　

11
セ
ッ
ト
ま
で

②
資
源
ご
み
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
・

埋
立
て
ご
み　

合
計
４
セ
ッ
ト
ま
で

※
セ
ッ
ト
内
で
部
分
購
入
も
で
き
ま
す
。

※
②
は
４
セ
ッ
ト
の
枠
内
で
任
意
に
選

択
し
、
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ご
み
処
理
手
数
料　

１
セ
ッ
ト
各
10

枚
入
り
８
６
０
円

■
取
扱
い
場
所
及
び
期
間

◇
環
境
課
（
本
庁
舎
２
階
）

９
月
３
日
㊊
〜
７
日
㊎

◇
廃
棄
物
処
理
課
（
市
ご
み
処
理
場
）・

各
行
政
局 

住
民
福
祉
課（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）

９
月
３
日
㊊
〜
平
成
31
年
３
月
29
日
㊎

☆
廃
棄
物
処
理
課 

廃
棄
物
対
策
係

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８

拠
点
回
収
場
所
へ
の
ご
み
の
出
し
方

に
つ
い
て

　

市
で
は
、
ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク

ル
を
推
進
す
る
た
め
、
資
源
類
の
拠
点

回
収
や
ご
み
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
推

進
協
力
店
登
録
制
度
等
の
取
組
を
行
っ

て
お
り
、
市
内
公
共
施
設
や
ス
ー
パ
ー

の
店
頭
に
拠
点
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置

し
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
を
い
た
だ

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
拠
点
回
収

ボ
ッ
ク
ス
に
出
す
場
合
に
は
、
次
の

ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

◇
拠
点
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
は
決
め
ら
れ

た
資
源
類
以
外
の
も
の
を
入
れ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

◇
容
器
の
中
は
洗
浄
し
て
乾
か
し
て
く

だ
さ
い
。

◇
キ
ャ
ッ
プ
や
ラ
ベ
ル
等
の
異
物
は
取

り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

※
ラ
ベ
ル
の
取
れ
な
い
も
の
は
そ
の
ま

ま
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

◇
き
ち
ん
と
分
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

◇
家
庭
か
ら
出
る
も
の
が
対
象
で
す
。

お
店
等
か
ら
出
る
も
の
は
出
せ
ま
せ
ん
。

◇
回
収
ボ
ッ
ク
ス
は
い
つ
で
も
利
用
で

き
ま
す
が
、
ご
近
所
の
迷
惑
に
な
ら
な

い
時
間
帯
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
廃
棄
物
処
理
課 

廃
棄
物
対
策
係

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の
提
出
に
つ

い
て

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、
８
月
31
日
㊎ 

ま
で
に
現
況
届

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
受
給
資
格

者
に
は
８
月
上
旬
に
案
内
を
郵
送
し
ま

す
。）
受
給
か
ら
５
年
経
過
し
た
方
等

は
、
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止
適

用
除
外
事
由
届
出
書
と
関
係
書
類
も
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
は
、
８
月

分
以
降
の
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
況
届
を
未
提
出
の
ま
ま
２

年
間
経
過
す
る
と
、
時
効
に
よ
り
受
給

権
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

☆
市
民
課 

庶
務
年
金
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

和
歌
山
県
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
資
格
認
定
共
通
試
験
を
行

い
ま
す

☆
11
月
18
日
㊐

☆
和
歌
山
県
民
文
化
会
館
（
和
歌
山
市

小
松
原
通
り
一
丁
目
1
）

☆
8
月
27
日
㊊
〜
9
月
7
日
㊎
に
、
申

込
書
を
左
記
へ
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
込
書
は
、
8
月
13
日
㊊
〜
9
月
7
日

㊎
ま
で
、
左
記
又
は
県
庁
下
水
道
課
・
県

下
水
道
公
社
及
び
各
振
興
局
で
配
布
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
10
月
27
日
㊏
に
同
会
場

で
希
望
者
に
受
験
講
習
を
実
施
し
ま
す
。

☆
◇
環
境
課 

生
活
排
水
係
（
本
庁
舎

2
階
）

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

◇
和
歌
山
県
下
水
道
協
会

☎
０
７
３
（
４
３
５
）
１
０
９
３

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

☆
日
本
国
籍
を
有
し
、
自
衛
隊
法
第
38

条
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
方

で
、
次
の
と
お
り
。 

 

◇
自
衛
官
候
補
生　

採
用
予
定
月
の
１

日
現
在
、
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
方
。

◇
防
衛
大
学
校
学
生
及
び
防
衛
医
科
大

学
校
学
生
（
医
学
科
、
看
護
学
科
）　

平
成
31
年
４
月
1
日
現
在
、
18
歳
以
上

21
歳
未
満
の
高
等
学
校
卒
業
者
又
は
高

等
学
校
卒
業
見
込
み
の
方
。

※
随
時
、個
別
説
明
実
施
中
（
要
予
約
）

※
一
般
曹
候
補
生
及
び
航
空
学
生
に
つ

い
て
も
、
9
月
7
日
㊎
ま
で
受
付
中

☆
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部 
田

辺
地
域
事
務
所

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
９

種目 受付期日 試験日（1次） 試験場所
自衛官候補生
（任期制コース）

男子 9 月 27 日㊍まで 9 月 28 日㊎ 市民総合センター
女子 9 月 28 日㊎まで 9 月 29 日㊏ 和歌山県民文化会館

防衛大学校

推薦 9 月 5 日㊌～
7 日㊎

9 月 22 日㊏
9 月 23 日㊐㊗

防衛大学校
総合選抜

一般
9 月 5 日㊌～
28 日㊎

11 月 3 日㊏㊗
11 月 4 日㊐ ◇紀北会場

新橘ビル（和歌山市）
◇紀南会場
新宮高校防衛医科大学校

医学科 10 月 27 日㊏
10 月 28 日㊐

看護学科 10 月 20 日㊏

海
上
保
安
官
（
幹
部
候
補
）
を
募
集

し
ま
す

■
1
次
試
験
日　

10
月
27
日
㊏
、
28
日
㊐

■各種目及び受付期日・試験日・試験場所

2
0
1
9
年
度
ご
み
収
集
カ
レ
ン

ダ
ー
へ
の
広
告
を
募
集
し
ま
す

■
枠
の
大
き
さ
と
金
額　

収
集
日
程
を

掲
載
し
た
ペ
ー
ジ
の
12
月
・
1
月
を
除

く
下
段
の
10
枠

◇
1
枠
を
1
広
告
と
す
る
場
合　
（
縦
35

㎜
×
横
１
３
０
㎜
）
1
万
６
２
０
０
円

◇
2
枠
を
1
広
告
と
す
る
場
合　
（
縦
35

㎜
×
横
２
７
０
㎜
）
3
万
２
４
０
０
円

☆
８
月
1
日
㊌
〜
31
日
㊎
に
申
請
書
を

下
記
へ
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
左
記
で
配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

☆
廃
棄
物
処
理
課 

施
設
業
務
係
（
市

ご
み
処
理
場
）

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/seisou/index.htm
l

■
試
験
会
場　

和
歌
山
市
内
等

☆
8
月
23
日
㊍
〜
9
月
3
日
㊊
に
、
左

記
へ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
受
験
資
格
等
詳
し
く
は
左

記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
田
辺
海
上
保
安
部 

管
理
課

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
２
０
０
２

☆

h
ttp

://w
w

w
.kaih

o
.m

lit.
go.jp/ope/saiyo/top.htm

l



INFORMATION情報ボックス

休日急患診療

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■市民総合センター　〒646-0028高雄一丁目23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　　0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966
■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　　0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068

電話案内サービス

■防災行政テレフォンガイド　☎ 0120-963-910
■救急安心センター　☎＃ 7119

19 Tanabe Publicity  2018.8 広報田辺　平成 30 年 8 月号 18

モバイル用
ホームページ 防災行政メール等 全国版救急受診ガイド

「Q助」

　田辺広域休日急患診療所（市民総合センター玄
関右側）
　内科、小児科系、歯科の応急診療
　　㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18時～21時30分も診療を行っ
ています。）
　☎ 0739-26-4909

  男 　35,206 人
  女 　39,493 人
  計 　74,699 人
世帯　35,399 世帯
出生　　　46 人（男 26 女 20）

市の人口
（平成 30年 6月末現在）

前月比
（+2）
（-4）
（-2）
（+7）

特
別
陳
列
「
新
収
蔵
品
展
」
を
開
催

し
ま
す

☆
8
月
3
日
㊎
〜
9
月
2
日
㊐

☆
9
時
30
分
〜
17
時

☆
歴
史
民
俗
資
料
館（
た
な
べ
る
2
階
）

「
企
画
展
示
室
」

☆
寄
贈
資
料
や
発
掘
調
査
出
土
資
料
等
、

新
た
に
資
料
館
の
宝
と
な
っ
た
資
料
を

公
開
し
ま
す
。
地
域
の
歴
史
や
文
化
財

の
魅
力
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
展
示
解
説
】

☆
☆
8
月
19
日
㊐　

13
時
30
分
〜

☆
担
当
職
員
が
展
示
解
説
を
行
い
ま
す
。

☆
文
化
振
興
課 

文
化
財
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
３

お
盆
の
精
霊
送
り
に
つ
い
て
の
お
願
い

　

故
人
の
御
霊
を
お
迎
え
す
る
お
盆
が

近
付
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
伝
統
の
あ

る
行
事
を
い
つ
ま
で
も
続
け
て
い
く
た

め
に
も
、
市
民
の
憩
い
の
場
で
あ
る
海

浜
等
を
き
れ
い
に
す
る
よ
う
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

　

市
で
は
町
内
会
と
連
携
を
図
り
、
例

年
精
霊
送
り
後
の
一
斉
清
掃
等
環
境
美

化
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
精
霊

送
り
の
際
は
、
次
の
こ
と
を
守
る
と
と

も
に
、
地
区
の
町
内
会
に
も
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◇
精
霊
送
り
の
舟
に
バ
ッ
テ
リ
ー
や
乾

建
設
業
退
職
金
共
済
（
建
退
共
）
制

度
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金

国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談
は

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

■
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
電
話　

音

声
案
内
で
「
1
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ

電
池
・
電
球
等
を
積
ん
で
流
す
こ
と
は
、

環
境
汚
染
に
な
り
ま
す
の
で
、
船
を
流

す
前
に
必
ず
取
り
外
し
ま
し
ょ
う
。

◇
海
浜
や
河
原
で
は
、
送
り
火
や
お
線

香
に
と
ど
め
、
果
物
な
ど
の
お
供
え
物

は
自
宅
で
処
分
し
ま
し
ょ
う
。

◇
田
辺
扇
ヶ
浜
海
水
浴
場
内
で
は
、
精

霊
送
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

☆
環
境
課 

環
境
対
策
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

い
。（
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
つ
な
が

り
ま
す
。）

■
税
務
署
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
、
納
付

相
談
な
ど　

音
声
案
内
で
「
2
」
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。（
税
務
署
へ
つ
な

が
り
ま
す
。）

※
消
費
税
の
軽
減
税
率
相
談
に
関
す
る

ご
相
談
は
、
音
声
案
内
で
「
3
」
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
田
辺
税
務
署

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
１
２
５
０

共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場
労
働
者
の

福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企

業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

退
職
金
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
事

業
主
の
方
々
が
、
労
働
者
の
働
い
た
日

数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を

共
済
手
帳
に
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建

設
業
界
で
働
く
こ
と
を
辞
め
た
と
き
に

建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い

う
、
い
わ
ば
業
界
全
体
で
の
退
職
金
制

度
で
す
。　
　
　
　
　

■
加
入
で
き
る
事
業
者　

建
設
業
を
営

む
方

■
対
象
と
な
る
労
働
者　

建
設
業
の
現

場
で
働
く
人

■
掛
金　

日
額
３
１
０
円

■
建
退
共
か
ら
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ
の

お
願
い

◇
共
済
証
紙
は
、
労
働
者
の
就
労
日
数

に
応
じ
て
適
正
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
「
建
設
業
退
職
金
共
済
手
帳
」
を
所

持
し
て
い
る
労
働
者
が
、
建
設
業
界
を

引
退
す
る
時
は
、
忘
れ
ず
に
退
職
金
を

請
求
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構 

建
設
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部 

事
業
推
進
課

☎
０
３
（
６
７
３
１
）
２
８
６
６

限
度
額
適
用
認
定
証
が
必
要
な
方
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

　

国
保
で
は
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
る
場
合
に
、
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
の
支
払
い
が
一
定
の
金
額
に
と

ど
め
ら
れ
る
高
額
療
養
費
の
限
度
額
適

用
認
定
証
を
、
申
請
に
よ
り
交
付
し
て

い
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
８
月
に
切

替
え
と
な
り
ま
す
の
で
、
入
院
等
で
引

き
続
き
必
要
な
方
は
、
左
記
又
は
各
行

政
局
住
民
福
祉
課
（
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で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
し
た

月
の
初
日
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
８
月
か
ら
は
、
現
役
並
み
所

得
者
区
分
の
細
分
化
に
伴
い
、
70
歳
以

上
の
現
役
並
み
所
得
者
（
自
己
負
担
3

割
）
で
住
民
税
課
税
所
得
が
３
８
０
万

円
未
満
の
被
保
険
者
も
、
限
度
額
適
用

認
定
証
を
、
申
請
に
よ
り
交
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

◇
該
当
者
の
国
保
被
保
険
者
証

◇
世
帯
主
の
印
鑑

◇
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
通
知
カ
ー
ド

と
本
人
確
認
書
類

※
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
は
、
限

度
額
適
用
認
定
証
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

☆
保
険
課 

庶
務
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　

現
在
、
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方
で

次
の
助
成
制
度
の
対
象
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
方
は
、下
記
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

※
小
中
学
生
の
通
院
に
か
か
る
保
険
診

療
の
自
己
負
担
分
の
助
成
は
、
平
成
29

年
10
月
１
日
以
降
診
療
分
か
ら
対
象

☆
中
学
校
卒
業
ま
で
（
15
歳
到
達
日
以

後
、
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）
の
子
供

（
所
得
制
限
な
し
）

【
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

☆
配
偶
者
の
い
な
い
方
等
で
、
18
歳
以

下
（
18
歳
到
達
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）
の
子
供
を
扶
養
し
て
い
る

方
及
び
そ
の
子
供
（
所
得
制
限
あ
り
）

【
重
度
障
害
者
等
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

（
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
の
方
は
入
院

医
療
費
の
み
対
象
）

☆
65
歳
ま
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
（
1

〜
3
級
）
又
は
療
育
手
帳
Ａ
を
取
得
さ

れ
た
方
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方（
所
得
制
限
あ
り
）

【
老
人
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
（
3
割
）

の
3
分
の
1
を
助
成

☆
67
歳
〜
69
歳
の
方（
収
入
制
限
の
他
、

受
給
資
格
要
件
あ
り
）

【
精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
当
該
医
療
を
受
け
た
場
合
の
１
割
自

己
負
担
分
を
助
成

☆
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方

【
各
助
成
制
度
の
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
へ
】

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
、
重
度
障
害

者
等
医
療
、
老
人
医
療
の
受
給
者
証
が

８
月
１
日
㊌
か
ら
新
し
く
な
っ
て
い
ま

す
。
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
る
と
き
に

は
、
必
ず
新
し
い
受
給
者
証
を
健
康
保

険
証
と
と
も
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
古
い
受
給
者
証
は
、
左
記
ま
で

返
却
い
た
だ
く
か
、
裁
断
処
分
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
過
去
5
年
間
に
県
外

で
受
診
さ
れ
る
等
、
医
療
費
（
保
険
診

療
分
の
み
）を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、

払
戻
し
申
請
が
で
き
ま
す
の
で
、
受
診

時
の
領
収
書
・
印
鑑
・
振
込
先
の
分
か

る
も
の
を
お
持
ち
の
上
、
左
記
で
お
早

め
に
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
◇
保
険
課 

医
療
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

◇
各
行
政
局
住
民
福
祉
課
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